
 
 

 

一 

 
 

 

豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
総
則
的
事
項
に
関
す
る
規
定
の
整
備 

一 

目
的
規
定
の
改
正 

 
 

こ
の
法
律
に
よ
り
豪
雪
地
帯
に
つ
い
て
総
合
的
な
対
策
を
樹
立
し
、
そ
の
実
施
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
豪
雪
地

帯
が
人
口
の
減
少
、
高
齢
化
の
進
展
そ
の
他
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
加
え
て
気
候
変
動
に
よ
る
降
雪
の
態
様
の
変
化

等
に
よ
り
困
難
な
状
況
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
を
も
踏
ま
え
る
べ
き
こ
と
を
明
記
す
る
こ
と
。 

 
 

（
第
一
条
関
係
） 

二 

財
政
上
の
措
置
に
関
す
る
規
定
の
改
正 

 
 

現
行
の
財
政
上
の
措
置
に
関
す
る
規
定
を
改
め
、
国
は
、
毎
年
度
、
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
豪
雪
地
帯
対
策

基
本
計
画
の
円
滑
な
実
施
そ
の
他
豪
雪
地
帯
対
策
の
実
施
に
必
要
な
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
旨
の
規
定
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
一
条
関
係
） 

第
二 

除
排
雪
そ
の
他
の
克
雪
に
関
す
る
規
定
の
整
備 

一 

除
雪
を
行
う
際
に
使
用
す
る
ア
ン
カ
ー
等
の
普
及
促
進 

 
 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
豪
雪
地
帯
に
お
い
て
、
除
雪
を
行
う
際
に
使
用
す
る
ア
ン
カ
ー
そ
の
他
の
除
排
雪
の
際
の



 

 
 

 

二 

安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
設
備
及
び
装
備
の
普
及
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
十
三
条
の
二
の
二
関
係
） 

二 

除
排
雪
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
規
定
の
改
正 

 
 

除
排
雪
を
円
滑
に
実
施
し
て
豪
雪
地
帯
の
住
民
が
安
全
に
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
を
図
る

た
め
の
配
慮
事
項
と
し
て
、
地
域
に
お
け
る
除
排
雪
に
係
る
人
材
の
確
保
、
育
成
及
び
資
質
の
向
上
を
促
進
す
る
こ
と
を

追
加
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（
第
十
三
条
の
三
関
係
） 

三 

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
住
宅
の
除
排
雪
等 

 

１ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
豪
雪
地
帯
の
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
そ
の
居
住
す
る
住
宅
の
除
排
雪
に
つ
い
て
必
要
な

支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
関
係
） 

 

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
豪
雪
地
帯
の
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
積
雪
時
に
お
い
て
も
そ
の
日
常
生
活
に
お
い
て
使

用
す
る
道
路
、
旅
客
施
設
、
官
公
庁
施
設
、
福
祉
施
設
等
を
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
適
切
な
配
慮
を
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
関
係
） 

四 

地
域
に
お
け
る
除
排
雪
の
円
滑
な
実
施 



 
 

 

三 

 
 

国
は
、
地
域
に
お
け
る
除
排
雪
の
実
施
に
係
る
事
業
で
あ
っ
て
豪
雪
地
帯
に
係
る
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
も
の
が

円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
交
付
金
の
交
付
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
十
三
条
の
四
の
二
関
係
） 

五 

克
雪
に
関
す
る
技
術
の
開
発
及
び
普
及 

 
 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
除
排
雪
の
自
動
化
に
関
す
る
技
術
そ
の
他
の
克
雪
に
関
す
る
技
術
の
開
発
及
び
普
及
を
図

る
よ
う
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
三
条
の
五
の
二
関
係
） 

第
三 

そ
の
他
の
豪
雪
地
帯
対
策
に
関
す
る
規
定
の
整
備 

一 

雪
冷
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
促
進
に
関
す
る
規
定
の
改
正 

 
 

雪
冷
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
促
進
の
背
景
と
し
て
、
雪
の
冷
熱
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
地
産
地
消
（
地
域
に
存
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
当
該
地
域
の
実
情
に
即
し
て
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
活
用
す
る
こ
と

を
い
う
。
）
の
推
進
及
び
脱
炭
素
社
会
の
実
現
を
図
る
上
で
重
要
な
役
割
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
明
記
す
る
こ
と
。 

（
第
十
三
条
の
七
関
係
） 

二 

総
合
的
な
雪
情
報
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
関
す
る
規
定
の
改
正 



 

 
 

 

四 

 

１ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
配
慮
す
べ
き
事
項
と
し
て
、
雪
に
関
連
す
る
総
合
的
な
情
報
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
加
え
、

そ
の
改
善
を
特
記
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
第
十
三
条
の
八
第
一
項
関
係
） 

 

２ 
１
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
構
築
及
び
改
善
に
当
た
っ
て
は
、
雪
に
関
連
す
る
多
様
な
情
報
が
効
果
的
に
発
信
さ
れ
る
と

と
も
に
、
当
該
情
報
が
年
齢
、
障
害
の
有
無
等
に
か
か
わ
ら
ず
全
て
の
住
民
等
に
的
確
に
伝
達
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

（
第
十
三
条
の
八
第
二
項
関
係
） 

三 

複
合
災
害
へ
の
対
応 

 
 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
地
震
、
津
波
等
に
係
る
防
災
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
、
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
に
当
た

っ
て
は
、
積
雪
期
に
お
け
る
交
通
の
確
保
の
困
難
性
そ
の
他
の
豪
雪
地
帯
に
お
け
る
地
域
の
特
性
に
適
切
な
配
慮
を
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
三
条
の
九
関
係
） 

第
四 

特
別
豪
雪
地
帯
に
係
る
特
例
の
期
限
延
長 

一 

特
別
豪
雪
地
帯
に
お
け
る
基
幹
道
路
の
整
備
の
特
例
の
期
限
延
長 

 
 

特
別
豪
雪
地
帯
に
お
け
る
基
幹
的
な
市
町
村
道
で
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
の
改
築
を
道
府
県
が
代
行
す
る
こ

と
が
で
き
る
期
限
を
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
四
条
関
係
） 



 
 

 

五 

二 

特
別
豪
雪
地
帯
に
お
け
る
公
立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
等
の
施
設
等
に
対
す
る
国
の
負
担
割
合
の
特
例
の
期
限
延
長 

 
 

特
別
豪
雪
地
帯
に
お
け
る
公
立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
等
の
施
設
等
に
対
す
る
国
の
負
担
割
合
の
特
例
措
置
の
適
用
期

限
を
令
和
十
三
年
度
ま
で
延
長
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
五
条
関
係
） 

第
五 

施
行
期
日
等 

 

一 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
一
項
関
係
） 

 

二 

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。 


